
第2章 生物多様性の保全及び 
持続可能な利用に関する取組

	 第1節	 生物多様性の主流化に向けた取組の強化

	 1	 多様な主体の参画

国内のあらゆる主体の参画と連携を促進し、生物多様性の保全とその持続可能な利用の確保に取り組
むため、多様な主体で構成される「2030生物多様性枠組実現日本会議（J-GBF）」を通じた各主体間の
パートナーシップによる取組を進めます。

生物多様性基本法（平成20年法律第58号）に基づく生物多様性地域戦略について、地域の実情に即
した適切な目標や指標や地域の各主体が連携した具体的な施策等を盛り込みつつ、多くの地方公共団体
で策定されるよう、技術的支援等の方策を講じます。

	 2	 ネイチャーポジティブ経済の実現

2024年に関係省庁で策定した「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」及び2025年7月に策定した
同戦略ロードマップに基づき、「情報開示促進及びネイチャーファイナンスの拡大による企業のネイ
チャーポジティブ経営の実践」、「ネイチャーポジティブな地域づくりを通じた企業と地域の価値向上」、

「国際ルールメイキング等への積極的関与による企業の国際競争力強化」を進めます。例えば、従来に
引き続き、ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォームを含むビジネスマッチングの機会の確保・
拡充、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスを活用した国内企業の生物多様性の取組の国際発信
等を行うとともに、投融資や調達等におけるネイチャーポジティブ実践に関するガイドライン（仮称）
を策定・公表します。加えて、生物多様性の価値評価手法（メトリクスや基盤データ）の具体的検討に
ついて、自然共生サイトにおける価値評価手法の試行も含め、国立環境研究所と連携して取り組み、引
き続き検討を進めます。さらに、生物多様性に配慮した製品やサービスの選択に関する行動変容に向
け、ネイチャーポジティブな消費行動の促進策の検討と情報発信を図ります。

	 3	 自然とのふれあいの推進

こどもの自然体験活動の推進、「みどりの月間」等における自然とのふれあい関連行事の全国的な実
施や各種表彰の実施、情報の提供、自然公園指導員及びパークボランティアの人材の活用、由緒ある沿
革と都市の貴重な自然環境を有する国民公園等の庭園としての質や施設の利便性を高めるための整備運
営、都市公園・海辺等の身近な場所における環境教育・自然体験活動等に取り組みます。

2026年3月に取りまとめた「国立公園満喫プロジェクト2026年以降の取組方針」に基づき、国立
公園満喫プロジェクトの取組を全35公園において更に進め、受入環境の整備（利用拠点の滞在環境の
上質化や多言語解説の充実、ビジターセンターや登山道等の再整備等）、質の高いツアー・アクティビ
ティの充実やガイド等の人材育成支援、利用者負担の仕組みづくり、国立公園オフィシャルパートナー
等の企業との連携強化、聞き書き集「国立公園ものがたり」の制作、国内外へのプロモーション等の取
組を推進します。あわせて、オーバーツーリズム未然防止対策、サステナブルツーリズム、アドベン
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チャーツーリズム、ロングトレイルに関する取組の推進を図ります。
また、国立公園における滞在体験の魅力向上に向けて、「先端モデル事業」を実施している十和田八

幡平（十和田湖地域）、中部山岳（南部地域）、大山隠岐（大山蒜山地域）、やんばるの4つの国立公園
において、引き続き地域の関係者等と連携し、民間提案を取り入れつつ、事業推進体制の構築や利用拠
点におけるマスタープランの策定、民間事業者の誘致に向けた公募等の取組を進めます。あわせて、こ
の事業で得た知見を踏まえ、2031年までに全国の国立公園において、地域の理解と環境保全を前提に
民間活用による魅力向上の取組を進めます。

このように、国立公園の優れた自然を守ることに加え、適正な利用を推進することにより、地域を活
性化し、更なる保全につなげていく「保護と利用の好循環」を実現するため、関係省庁や地方公共団
体、観光関係者を始めとする企業、団体など、幅広い関係者との協働の下、取組を進めていきます。

また、貴重な自然資源である温泉の保護管理、適正利用及び温泉地の活性化を図ります。

	 第2節	 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た	
国土の保全管理

	 1	 生態系ネットワークの形成

生物の生息・生育空間のまとまりとして核となる地域（コアエリア）及び、その緩衝地域（バッ
ファーゾーン）を適切に配置・保全するとともに、これらを生態的な回廊（コリドー）で有機的につな
ぐことにより、生態系ネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成に努めます。生態系ネット
ワークの形成に当たっては、流域圏など地形的なまとまりや、国境を越えて移動する、渡り鳥等の生物
の生息環境の地球規模での生態学的連結性も考慮し、保護地域やOECMも活用しながら、様々なス
ケールで森・里・川・海を連続した空間として積極的に保全・再生を図りつつ、鳥獣被害対策にも留意
した取組を関係機関が横断的に連携して総合的に進めます。

	 2	 重要地域の保全

各重要地域について、保全対象に応じて十分な規模、範囲、連結性を考慮した適切な配置、規制内
容、管理水準、相互の連携等を考慮しながら、関係機関が連携・協力して、その保全に向けた総合的な
取組を進めます。

（1）自然環境保全地域等
自然環境保全地域等（原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、都道

府県自然環境保全地域）については、引き続き行為規制や現状把握等を行うとともに、新たな地域指定
を含む生物多様性の保全上必要な対策を検討・実施します。

（2）自然公園
自然公園（国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園）については、国立・国定公園の新規指定・

拡張を始めとする公園計画等の見直しを進めつつ、公園計画に基づく行為規制や利用のための施設整備
等を行います。また、国立公園満喫プロジェクトの全国展開及び滞在体験の魅力向上など、国立公園の
保護と利用の好循環により、優れた自然を守り、地域活性化を図るための取組を推進します。さらに、
令和6年能登半島地震により被災した能登半島国定公園内の利用施設を始めとする自然公園等施設の復
旧を支援します。
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（3）鳥獣保護区
鳥獣保護区内の鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備し、これらを通じて地域の生物多様性の保全に

貢献します。また、鳥獣保護区内の特に必要な地域を特別保護地区に指定し、鳥獣の生息環境の確保
（鳥獣の健全な生息環境の確保に必要な地域の生物多様性の維持回復や向上を含む。）を図ります。

（4）生息地等保護区
国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこ

れらと一体的にその保護を図る必要がある区域を生息地等保護区に指定し、生息環境の把握及び維持管
理、施設整備、普及啓発を行い、必要に応じ、立入り制限地区を設け、種の特性に応じた保護の方針を
定めてその保存を図ります。

（5）天然記念物
行為規制等の各種制度とともに現況把握等の実施により、計画的な指定を進めるとともに、適正な保

全に努めます。

（6）国有林野における保護林及び緑の回廊
原生的な天然林や希少な野生生物が生育・生息する「保護林」や、これらを中心としたネットワーク

を形成し、野生生物の移動経路となる「緑の回廊」において、モニタリング調査等を行いながら、適切
な保護・管理を推進します。

（7）保安林
「全国森林計画」（2023年10月閣議決定）に基づき、保安林の配備を計画的に推進するとともに、そ

の適切な管理・保全に取り組みます。

（8）特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区等
多様な主体による良好な緑地管理がなされるよう、管理協定制度や都市緑化支援機構制度等の適正な

緑地管理を推進するための制度の活用を図ります。

（9）ラムサール条約湿地
湿地の保全と賢明な利用（ワイズユース）及びそのための普及啓発を図るとともに、国際的に重要な

湿地の基準を満たし、ラムサール条約湿地への登録によって保全等が円滑に推進されると考えられる湿
地について、地域のニーズ及び民間等の取組も踏まえて登録を推進します。また、条約湿地の質をより
向上させていく観点から、これまでに登録された湿地について最新状況を把握し、ラムサール情報票

（RIS）の更新を行います。

（10）世界自然遺産
世界遺産条約に基づき登録された5地域（白神山地・屋久島・知床・小笠原諸島・奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島）において、科学的知見に基づく順応的な保全管理を推進することにより、全人
類共通の資産である世界自然遺産の顕著な普遍的価値を将来にわたって保護するとともに、持続可能な
利活用を推進し、地域活性化に貢献します。

（11）生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）
国立公園等の管理を通じて、登録されたユネスコエコパークの適切な保全管理を推進するとともに、

地元協議会への参画を通じて、持続可能な地域づくりを支援します。また、新規登録を目指す地方公共
団体に対する情報提供、助言等を行います。
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（12）ジオパーク
国立公園と重複するジオパークにおいて、地形・地質の多様性等の保全活用を図るとともに、ジオツ

アーや環境教育のプログラムづくり等について、地方公共団体等のジオパークを推進する機関と連携し
て進めます。

（13）世界農業遺産・日本農業遺産
世界農業遺産及び日本農業遺産に認定された地域の農林水産業システムの維持・保全等に係る活動を

推進するとともに、本制度や認定地域に対する国民の認知度を向上させるための情報発信に取り組みま
す。

	 3	 自然再生

河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林等、生物多様性の保全上重要な役割を果たす自然環境に
ついて、自然再生推進法（平成14年法律第148号）の枠組みを活用し、多様な主体が参加し、科学的
知見に基づき、長期的な視点で進められる自然再生事業を推進します。また、防災・減災等の自然環境
の持つ機能に着目し、地域づくりにも資する自然環境の保全・再生や、地域住民等が行う「小さな自然
再生」を始めとする全国各地における自然環境の保全・再生の推進を図ります。

	 4	 里地里山の保全活用

里地里山等に広がる二次的自然環境の保全と持続的利用を将来にわたって進めていくため、人の生
活・生産活動と地域の生物多様性を一体的かつ総合的に捉え、民間保全活動とも連携しつつ、持続的な
管理を行う取組を推進します。「生物多様性保全上重要な里地里山」（重要里地里山）等においては、里
地里山の資源を活用した環境的課題と社会経済的課題の解決に向けた取組など、里地里山の保全・活用
に資する先進的・効果的な活動の支援等を行います。

	 5	 都市の生物多様性の確保

（1）都市公園の整備
都市における生物多様性を確保し、また、自然とのふれあいを確保する観点から、都市公園の整備等

を計画的に推進します。

（2）地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの支援
都市と生物多様性に関する国際自治体会議等に関する動向及び決議「準国家政府、都市及びその他地

方公共団体の行動計画」の内容等を踏まえつつ、都市のインフラ整備等に生物多様性への配慮を組み込
むことなど、地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの取組を促進するため、「緑の基
本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」の普及を図るほか、「都市の生物多様性指
標」に基づき、都市における生物多様性保全の取組の進捗状況を地方公共団体が把握・評価し、将来の
施策立案等に活用されるよう普及を図ります。

	 6	 30by30目標の達成に向けた取組

30by30目標について、「生物多様性国家戦略2023-2030」の附属書として位置付けられている
30by30ロードマップに基づき、本目標の達成に向けた取組を推進します。また、2026年度には
30by30ロードマップの中間評価を行います。各施策の進捗状況を確認し、目標達成に向けて更に取組
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を推進します。

（1）保護地域の拡張と管理の質の向上
我が国では、2025年8月時点で、陸地の約20.8％、海洋の約13.3％が生物多様性の観点からの保護

地域に指定されていますが、30by30目標を達成するため、引き続き、国立公園等の拡張により現状か
らの上乗せを目指していきます。国立・国定公園については、2022年の「国立・国定公園総点検事業」
のフォローアップにおいて選定した全国14か所の国立・国定公園の新規指定・大規模拡張候補地のう
ち、拡張等がまだ行われていないものについて基礎情報の収集整理を継続するとともに、自然環境や社
会条件等の詳細調査及び関係機関との具体的な調整を実施し、2030年までに順次国立・国定公園区域
に指定・編入することを目指します。また、2030年までに国立・国定公園の再検討や点検作業を強化
し、必要に応じて周辺エリアの国立・国定公園への編入や地種区分の格上げを進めていきます。加え
て、特に景観・利用の観点からも重要で生物多様性の保全にも寄与する沿岸域において、国立公園の海
域公園地区の面積を2030年までに倍増させることを目指します。さらに、広範な関係者と連携しつつ、
国立公園満喫プロジェクト等により対象となる自然の保護と利用の好循環を形成するとともに、自然再
生、希少種保全、外来種対策、鳥獣保護管理を始めとした保護管理施策や管理体制の充実を図ります。

（2）保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（OECM）の設定・管理
30by30目標は、主にOECMの設定により達成を目指すこととしています。このため、まずは、民

間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域（企業緑地、里地里山、都市の緑地、藻場・
干潟等）について、2025年4月1日に施行した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進
等に関する法律（令和6年法律第18号。以下「地域生物多様性増進法」という。）に基づく「自然共生
サイト」としての認定を進めます。認定された区域のうち、豊かな生物多様性を維持する活動が行われ
ている場所については、既存の保護地域との重複を除いてOECM国際データベースに登録することで、
30by30目標の達成に貢献します。また、国の制度等に基づき管理されている森林、河川、港湾、都市
の緑地、海域等についても、関係省庁が連携し、OECMに該当する可能性のある地域を検討します。

	 7	 民間等による場所に紐付いた活動の促進

ネイチャーポジティブの実現のためには、生物多様性が豊かな場所を維持する活動に加え、管理放棄
地等において生物多様性を回復又は創出する活動も含めて、民間等による自主的な活動を更に促進する
ことが必要です。そのため、2025年4月1日に施行した地域生物多様性増進法に基づき、回復又は創
出する活動についても自然共生サイトの認定を進めるとともに、活動の自走化・拡大に向けた支援を行
います。

	 8	 生物多様性の状況の「見える化」

生物多様性の重要性や保全活動の効果を国土全体で「見える化」する「生物多様性見える化システ
ム」の運用を継続し、引き続き30by30目標の達成や生態系ネットワークの形成等を促進します。

	 9	 生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）等の自然を活用した	
解決策（NbS）の推進

生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）等、自然の有する多機能性を活かすことで、複数の社会
課題の同時解決を目指す考え方である「自然を活用した解決策（NbS）」について、地方公共団体や民
間事業者等による実践を促進する目的で、NbSの具体的な進め方や事例を取りまとめた手引き等を作
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成・公表します。また、当該手引き等を基に、自治体等による計画策定等への技術的な支援を進めます。

	 第3節	 海洋における生物多様性の保全

我が国がこれまでに抽出した生物多様性の観点から重要度の高い海域も踏まえ、科学的知見に基づく
海洋保護区の適切な設定と管理の充実を進めます。30by30目標について、海域では約17％の追加的
な保全が必要であり、関係省庁が連携し、持続可能な産業活動が結果として生物多様性の保全に貢献し
ている海域をOECMとすることを検討します。

	 第4節	 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化等

	 1	 絶滅のおそれのある種の保全

我が国に生息・生育する野生生物の絶滅のおそれを的確に把握するため、2025年に引き続き、未公
表の各分類群について第5次レッドリストの公表を進めます。

その上で、絶滅危惧種のうち、「希少野生動植物種保存基本方針」における選定基準に照らし、その
必要があると認められる種については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成
4年法律第75号。以下「種の保存法」という。）に基づく国内希少野生動植物種に指定し、その捕獲や
譲渡し等を規制するほか、生息地等保護区の指定や、個体の繁殖の促進や生息地等の整備・保全等が必
要と認められる種について保護増殖事業を実施します。事業の実施に当たっては生息域内保全を基本と
しつつ、動植物園等と連携しながら生息域外保全や野生復帰の取組を進めます。また、絶滅のおそれの
高い種や個体群について、生殖細胞や種子等の保存を進め、絶滅危惧種の絶滅リスクの低減と遺伝資源
の確保に努めます。さらに、定量的な目標設定の下、生息・生育状況の改善を図り、事業を完了する事
例を創出することなどにより、効果的な保全を推進します。さらに、国際的に協力して種の保存を図る
ため、ワシントン条約及び二国間渡り鳥等保護条約等に基づいて指定した国際希少野生動植物種の流通
管理を徹底します。

さらに、2025年10月に設置した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の在り
方検討会」において、今後の種の保存法の具体的な在り方の検討を進め、2026年夏頃をめどに報告書
を取りまとめる予定です。

	 2	 野生鳥獣の保護管理

（1）感染症等への対応
野生鳥獣に高病原性鳥インフルエンザ等の感染症が発生した場合や、油汚染事故による被害が発生し

た場合に備えて、サーベイランス、情報収集、人材育成等を行います。

（2）鳥獣被害対策
近年、我が国においては、ニホンジカやイノシシ等の野生鳥獣が全国的に分布を拡大し、希少な高山

植物の食害など生態系被害、生活環境被害、農林水産業被害が深刻化しています。ニホンジカ・イノシ
シについては、2028年度までに2011年度比で個体数を半減する目標の達成に向け、引き続き捕獲強
化の取組を進めます。また、クマ被害対策等に関する関係閣僚会議において2025年11月に決定され
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た「クマ被害対策パッケージ」や2026年3月に決定された「クマ被害対策ロードマップ」に基づき、
人の生活圏からクマを排除するとともに、周辺地域において捕獲等を強化することで、増えすぎたクマ
の個体数の削減・管理の徹底を図り、人とクマのすみ分けを実現します。具体的には、人の日常生活圏
への出没による人身被害の発生が継続していることから、地方自治体へのクマの被害対策防止に必要な
資機材整備、専門人材や高度な捕獲技術を持つ事業者やガバメントハンター等を含む捕獲技術者確保等
のための財政支援、技術的支援を進めます。また、クマ対策の担い手の育成、統一的な手法による個体
数推計、生息環境管理等を進めます。さらに、鳥獣による被害の防除、鳥獣の広域的な管理やジビエ利
用拡大等に取り組みます。

	 3	 外来種対策

外来種対策については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法
律第78号）に基づき、特定外来生物を指定し、輸入、飼養等の規制を行うとともに、侵入初期の特定
外来生物や生物多様性の保全上重要な地域での防除を行います。また、地方公共団体が行う防除等対策
事業に対し、交付金で支援を行うほか、国際協力の推進、ビジネスセクターを含む多様な主体の外来種
対策への参画促進、適正な飼養等の確保のための普及啓発など総合的な外来種対策を推進します。
2025年10月に行われた特定外来生物等専門家会合の結果を踏まえ、オヤニラミ属等魚類5種類の特定
外来生物の新規指定を進めます。ヒアリ類に関しては、水際対策に万全を期すため、ヒアリ探知犬を始
めとする新たな対策技術の実証も進めます。また、企業による外来種対策の実施を促進するためのガイ
ダンスを作成します。さらに、「生態系被害防止外来種リスト」の改定を行います。

	 4	 遺伝子組換え生物対策

遺伝子組換え生物については、環境中で使用する場合の生物多様性への影響について事前に的確な評
価を行うとともに、生物多様性への影響の監視を進めます。

	 5	 動物の愛護及び適正な管理

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）、愛がん動物用飼料の安全性の確保に
関する法律（平成20年法律第83号）及び愛玩動物看護師法（令和元年法律第50号）に基づき、動物
の虐待防止や適正な飼養の促進等の動物愛護に係る施策及び動物による人への危害や迷惑の防止等の動
物の適正な管理に係る施策を総合的に進めます。

	 第5節	 持続可能な利用

	 1	 環境と調和のとれた食料システムの確立

農林水産業は、人間の生存に必要な食料や生活資材等を供給する必要不可欠な活動である一方、我が
国では、昔から農林水産業の営みが、身近な自然環境を形成し、多様な生物種の生育・生息に重要な役
割を果たしてきました。今後、安全な食料や木材等の安定供給への期待に応えつつ、環境と調和のとれ
た持続可能な食料システムの構築とそれを支える農山漁村の活性化が必要です。そのため、食料・農林
水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるために、2021年5月に策定された

「みどりの食料システム戦略」やその実現に向けて2022年7月に施行された環境と調和のとれた食料
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システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和4年法律第37号）に基づ
き温室効果ガス削減や化学肥料・化学農薬の使用低減等の環境負荷低減の取組を促進します。

さらに、農林水産省の全ての補助事業等において、環境負荷低減の取組の要件化を、2027年度から
本格実施することとしています（愛称「みどりチェック」）。このため、本格実施を見据え、補助事業等
の申請時及び報告時における取組の実施状況に関するチェックシートの提出を、試行的に実施している
ところです。また、みどりチェックの取組よりも、更に進んだ環境負荷低減を図る持続的な生産体系の
取組に対し、みどりの食料システム法の認定を受けた農業者を対象として、収量の不安定化等の導入リ
スク等に応じた支援を行う新たな環境直接支払交付金を2027年度を目標に創設することを検討してい
ます。

また、食料・農業・農村基本計画に基づき、2030年までをめどに集中的に推進すべき取組として、
食料・農林水産業のGXへの投資の呼び込みや食料生産を脅かす気候変動への適応等を盛り込む「みど
り加速化GXプラン」の策定に向けて検討を進めます。加えて、持続可能な森林経営等を積極的に進め
るとともに、生態系に配慮した再生可能エネルギー等の利用を促進します。さらに、農業生産現場にお
いて、環境保全に配慮した農業生産工程管理（GAP）の普及・推進を図るとともに、農業者が有機農
業に積極的に取り組むことができるよう環境整備を図ります。

食料・農林水産業における持続可能な生産・消費を後押しするため、消費者庁、農林水産省、環境省
の3省庁連携の下、官民協働のプラットフォームである「あふの環

わ
2030プロジェクト～食と農林水産

業のサステナビリティを考える～」において、参加メンバーが一斉に情報発信を実施するサステナ
ウィークやメンバー間で情報交換を行う交流会等を実施します。
「みどりの食料システム戦略」に基づき、農産物の生産段階における温室効果ガス削減や生物多様性

保全に貢献する取組を評価し、星の数で分かりやすくラベル表示する「見える化」を推進します。ま
た、温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、民間資金を呼びこむ、J-クレジット
制度の農林水産分野での活用を促進します。

こうした取組を通じて、「みどりの食料システム戦略」を強力に推進します。
我が国における「みどりの食料システム戦略」に基づく取組は、気象条件や農業生産構造の類似する

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとなり得るものであり、2023年10月の日
ASEAN農林大臣会合において採択され、2025年10月に改定された「日ASEANみどり協力プラン」
に基づき、ASEAN各国のニーズに応じながら、我が国のイノベーションを活かした協力プロジェクト
を推進します。また、ミドリ・インフィニティに基づき、二国間クレジット制度（JCM）を始め、具
体的な脱炭素プロジェクト案件形成に向け、「みどり脱炭素海外展開コンソーシアム」等の場で、我が
国企業と国内外のパートナーとのマッチングや農業JCMの拡大を推進します。

	 2	 エコツーリズムの推進

エコツーリズム推進法（平成19年法律第105号）及び2025年度に見直しを行ったエコツーリズム
推進基本方針に基づき、自然資源の保全活用により持続的な地域振興に取り組む地域への支援、国内外
への戦略的な情報発信、科学的評価方法に関する調査、他の施策との連携等を推進します。

	 3	 遺伝資源へのアクセスと利益配分

2017年8月に我が国が締結した名古屋議定書の国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利
用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の適正な運用により、同議定書の適切な実施に
努めます。
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	 第6節	 国際的取組

	 1	 生物多様性の保全に関する世界目標の達成に向けた貢献

2022年12月に採択された、生物多様性に関する世界目標である「昆明・モントリオール生物多様
性枠組（GBF）」の達成に積極的に貢献します。そのため、我が国における取組を発信するほか、拠出
を行っている生物多様性日本基金やGBF基金等を通じて、途上国におけるGBFの達成に向けた各種取
組の実施や能力養成等を支援します。

	 2	 生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策のインターフェースの
強化

生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し、効果的・効率的に生物多様性の保全を図るた
め、「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）」の活動を
積極的に支援します。特に、アセスメント報告書執筆作業やIPBES運営への日本人専門家の参画等を
促進、支援するとともに、2024年3月に公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）に設置された

「IPBESシナリオ・モデルタスクフォース」の技術支援機関の活動を支援します。また、IPBESの成果
を踏まえて研究や対策等の取組が促進されるよう、公表されたIPBESアセスメント報告書などの
IPBESの成果を発信する取組を行います。

加えて、生物多様性に関する全球規模の情報基盤である海洋生物多様性情報システム（OBIS）や地
球規模生物多様性情報機構（GBIF）へのデータ提供に貢献します。

	 3	 二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進

二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用を国際的に促進するため、
SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）の活動への支援等により、SATOYAMA
イニシアティブを推進します。

	 4	 アジア保護地域パートナーシップの推進

アジアにおける保護地域の管理水準の向上に向けて、保護地域の関係者がワークショップの開催等を
通じて情報共有を図る枠組みである「アジア保護地域パートナーシップ」を推進します。

	 5	 森林の保全と持続可能な森林経営及び木材利用の推進

世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォーラム（UNFF）、モ
ントリオールプロセス等の国際対話への積極的な参画、国連食糧農業機関（FAO）、国際熱帯木材機関

（ITTO）等の国際機関を通じた協力、国際協力機構（JICA）、緑の気候基金（GCF）等を通じた技術・
資金協力等により、多国間、地域間、二国間の多様な枠組みの活動を支援します。また、脱炭素社会の
実現に資する持続可能な木材利用の促進についても、FAOやITTO等の国際機関の活動を支援します。

	 6	 砂漠化対策の推進

砂漠化対処条約（UNCCD）に関する国際的動向を踏まえつつ、同条約への科学技術面からの貢献
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を念頭に、砂漠化対処に資する技術の活用に関する調査等をモンゴルにおいて進めるとともに、二国間
協力等の国際協力の推進に努めます。また、2026年8月にモンゴルにおいて開催予定のUNCCD第
17回締約国会議（COP17）において、これまでの二国間協力等の取組について発信を行うなど、条約
の実施に貢献します。

	 7	 南極地域の環境の保護

南極地域の環境保護を図るため、引き続き南極地域での観測、観光等に対する確認制度等を運用し、
普及啓発を行うなど、環境保護に関する南極条約議定書（1998年発効）及びその国内担保法である南
極地域の環境の保護に関する法律（平成9年法律第61号）の適正な施行を推進します。また、環境保
護に関する南極条約議定書附属書Ⅵ（2005年採択）の締結に向け、主宰者が実施する南極地域活動に
より環境上の緊急事態が生じた場合における当該主宰者の対応措置の実施を義務付けるとともに、対応
措置をとらない主宰者に対し費用負担責任を課すこと等を盛り込んだ「南極地域の環境の保護に関する
法律の一部を改正する法律案」を2026年4月に閣議決定し、第221回国会に提出しました。さらに、
2026年5月に、第48回南極条約協議国会議（ATCM48）を広島市で開催するにあたり、南極におけ
る国際協力を一層強化する機会とするべく、関係省庁及び自治体をはじめとする関係者間の連携によ
り、準備を進めます。

	 8	 サンゴ礁の保全

国際的なサンゴ礁生態系保全のパートナーシップである国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）に参
画するとともに、地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク（GCRMN）において、東アジア地域
におけるサンゴ礁生態系のモニタリングデータの解析を各国と協力して進めます。

	 9	 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）
の活動推進

渡り性水鳥とその重要な生息地を保全するための国際的な枠組みである東アジア・オーストラリア地
域フライウェイ・パートナーシップ（EAAFP）について、国内の34か所のネットワーク参加地におけ
る普及啓発、調査研究、研修、情報交換等の取組に加えて、フライウェイに位置する各国の関係省庁、
国際機関、NGO等の様々な主体と連携・協力を促進します。

	 10	 生物多様性関連諸条約の実施

ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の保全と持続可能な利用、ラムサール条約に
基づく国際的に重要な湿地の保全及び賢明な利用（ワイズユース）、二国間渡り鳥等保護条約や協定を
通じた渡り鳥等の保全、生物多様性条約に基づく生物多様性の保全と持続可能な利用、及び同条約カル
タヘナ議定書に基づく遺伝子組換え生物等の使用等の規制を通じた生物多様性への影響の防止、同じく
名古屋議定書に基づく遺伝資源の適正な取得と利益配分、国連公海等生物多様性協定（BBNJ協定）の
詳細規定に係る交渉への参画等の国際的取組を推進します。
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	 第7節	 生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた基盤整備

	 1	 自然環境データの整備・提供

ネイチャーポジティブ実現に向けて、生物多様性データを迅速に収集し、民間企業を含めた多様な主
体が活用できるような形式で公開することへのニーズが高まっています。このため、自然環境保全基礎
調査（緑の国勢調査）やモニタリングサイト1000等の調査・モニタリングを着実に継続するとともに、
迅速な情報へのニーズに対応するため、リモートセンシング技術の積極的活用により衛星植生図を5年
間で全国整備します。また、調査データの標準化を進め、オープンデータとして公開するとともに、大
学や地方・民間の調査研究機関、博物館等とのネットワークを通じた情報の共有等により、自然環境
データの活用促進を図ります。

	 2	 放射線による野生動植物への影響の把握

東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射線による自然生態系への影響を把握するため、野
生動植物の試料採取及び放射能濃度の測定等による調査を実施します。また、調査研究報告会の開催等
を通じて、関連した調査を行っている他の研究機関や専門家等との情報共有を図ります。

	 3	 生物多様性及び生態系サービスの総合評価

「生物多様性及び生態系サービスに関する総合評価2028（JBO4：Japan Biodiversity Outlook 4）
に向けた中間提言」の内容を国民に分かりやすく伝えていくとともに、2028年に策定予定のJBO4に
向け、本中間提言で明らかとなったデータギャップ等の課題への対応や最新の科学的知見等による評価
を推進します。
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